
〔兄弟姉妹の代襲相続〕

被相続人の子が一定の理由により相続す  

ることが出来ない場合には、その子の子(つま  
り被相続人の孫)が、その子に代わって相続し  
ます。

この場合における被相続人の孫を『代襲者』

と呼び、被相続人の子を『被代襲者』と呼びま

す。この関係は、被相続人の相続人が兄弟姉妹

である場合にも成り立ちます。

つまり、本来なら相続人となる筈だった相続

人の兄弟姉妹が、一定の理由により相続するこ

とが出来ない場合には、その相続する事が出来

ない兄弟姉妹の子が代わりに相続する事が出

来るのです。

〔兄弟姉妹の代襲者の要件〕

相続人となる兄弟姉妹の代襲者となる為

には、下記のそれぞれの要件を満たす必要が

あります。

〔①兄弟姉妹が相続権を失っていること〕

兄弟姉妹が、次の理由により被相続人に対

する相続権を失っている必要があります(民
法第 891条) 

    ■相続開始前に死亡している。

    ■相続欠格事由に該当している。

   尚、その兄弟姉妹が、その被相続人に対す

る相続を放棄する事によっても相続権を失

う事になります。しかし、被相続人に対する

相続を放棄した場合には、その兄弟姉妹は当

初から居なかったものとして扱われるため、

その放棄した兄弟姉妹の子は、代襲者になる

ことは出来ません。(民法第 939条) 
〔②兄弟姉妹の子であること〕

兄弟姉妹の代襲者となる為には、その兄弟

姉妹の子である必要があります。この場合の子は、

実子・養子のどちらでも構いません。 

〔③代襲者に対する相続権を失っていないこと〕

代襲者(兄弟姉妹の子)は、被代襲者(被相続人
の兄弟姉妹)に対する相続権を失っていないこと
が必要です。もし、代襲者が、相続人の欠格事

由や相続人の廃除により被代襲者に対する相続

権を失っている場合には、その代襲者は、被代

襲者を代襲する事は出来ません。

〔④生存していること〕

代襲者は、その相続開始の時点において生存

している必要があります。

〔再代襲相続は出来ない〕

被相続人の子の代襲者である孫が、一定の理由

により被相続人の子に対する代襲相続権を失っ

ている場合には、その孫の子(つまり、被相続人の
曾孫)が代襲する『再代襲相続』が認められていま
す。(民法第 887条③項) 
しかし、兄弟姉妹については、この再代襲相続

は認められていません。

〔相続人の排除〕

被相続人の孫が、被相続人の子の代襲者となる

場合における『子が被相続人に対する相続権を失

っていること』の理由の１つとして、『相続人か

ら廃除されていること』が挙げられています。し

かし、被相続人の兄弟姉妹が、その被相続人に対

する相続権を失っていることの理由（左記）には

『相続人からの廃除』は挙げられていません。そ

れは、兄弟姉妹には遺留分がないため、生前贈与

や遺言書により特定の兄弟姉妹に財産が渡らな

いようにする事を可能とする為です。

〔終わり〕
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